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日振動ばく露限界値（Ａ（8）：5.0m/s2）に対応した１日の振動ばく露時間（以下「振動ば
く露限界時間」といいます。）が、２時間を超える場合は、当面、１日の振動ばく露時間を
２時間以下としてください。

ただし、振動工具の点検・整備を、製造者又は輸入者が取扱説明書等で示した時期及び方
法により実施するとともに、使用する個々の振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の３
軸合成値」を、点検・整備の前後を含めて測定・算出している場合において、振動ばく露時
間が当該測定・算出値の最大値に対応したものとなるときは、この限りではありません。

なお、この場合であっても１日の振動ばく露時間を４時間以下とするのが望ましいところ
です。

振動値が把握できない場合 �
「周波数補正振動加速度実効値の３軸合成値」が把握できない振動工具は、類似の振動

工具の「周波数補正振動加速度実効値の３軸合成値」を参考に振動ばく露限界時間を算出
し、これが２時間を超える場合には、１日の振動ばく露時間を２時間以下のできる限り短
時間としてください。

やむを得ず日振動ばく露限界値を超える場合 �
作業の性格上、同一の作業者が同一の作業現場で連続して作業を行なうことが不可欠で

ある場合でかつ日振動ばく露量限界値（Ａ（8）：5.0m/s2）を超える場合には、１週間の作
業の計画を作成した上で、振動ばく露を１日８時間×５日（週40時間）として算出し、日
振動ばく露量Ａ（8）を5.0m/s2以下とする１日の振動ばく露許容時間としてもやむを得ない
こととしています。（ただし、チェーンソーの取扱い業務を除きます。）

事業者の皆様は、作業開始前に、これらを踏まえた作業の計画を作成し、書面
等により労働者に示してください。
また、日振動ばく露量Ａ（8）等に基づく対策について、労働者に労働衛生教育
を実施してください。

４ 振動ばく露時間など


